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時差登校のための授業時間の変更について 

 
平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，また，長期にわたる新型コロナウイルス

感染拡大防止の取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうございます。 
さて，京都府に緊急事態宣言が発出されたことを受け，西京高等学校においては１月１８日（月）か

ら、西京高等学校附属中学校においては１月１９日（火）から、当面の間，短縮４０分授業を行いま

す。通学区域が広範で公共交通機関を利用する生徒が多いという実態を踏まえ，始業時間を繰り下げる

とともに終業時間を繰り上げ，時差登校を実施いたします。この間、附属中学校の校時表は下記の通り

となります。 
引き続き，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底しながら，学校教育活動を展開して

参りますので，ご理解とご協力の程，お願いいたします。 
 

記 

 

７限授業時 ６限授業時 

予鈴・着席  9:20～ 9:25 

７限授業時に 

同じ 

朝学活  9:25～ 9:30 
朝学習  9:30～ 9:40 
移動・準備  9:40～ 9:45 

第１限  9:45～10:25 
第２限 10:35～11:15 
第３限 11:25～12:05 
第４限 12:15～12:55 

昼食 12:55～13:10 
昼休み 13:10～13:30 
予鈴・着席 13:30～13:35 

第５限 13:35～14:15 
第６限 14:25～15:05 
第７限 15:15～15:55   

終学活 16:00～16:10 15:10～15:20 
掃 除 16:10～16:25 15:20～15:35 

 

                                          

  

 

 

【その他】 

（１）毎日，お子様の体温を測定し，発熱や咳などの風邪の症状はないか等，健康観察を行い，その結果を

登校前にmoodleの「健康観察」にご入力ください。（発熱等，体調不良の場合は，登校を控え，学校へ

連絡してください。） 

（２）引き続き，感染症対策の徹底と実践（マスク着用，手洗い・うがい，密閉・密集・密接を避ける等）

に努めていただくとともに，不要不急の外出や感染リスクの高い活動は控えていただきますようお願い

いたします。 

（３）２０時以降の外出自粛要請に対応するため，教員の退勤時間を早めます。緊急事態宣言の対象地域に

指定されている間は，電話応対時間を次のとおりとします。ご容赦の程，お願いいたします。 

電話応対時間 平日 ８：３０～１８：３０ 

【時差登校期間中の完全下校について】 
 

 ７限授業時の終学活終了時刻は従来より１５分

早まります。完全下校時刻についても、通常時よ

り、１５分早める措置をとります。 
 
＊１月１９日（火）からの完全下校時刻は当初予

定の１７：３０から１７：１５に変更となりま

す。 
 

【時差登校期間中の遅刻・欠席連絡について】 
 
◯電話連絡の場合は、当日朝８：３０～９：００

の間にお願いいたします。 
◯欠席・遅刻連絡フォームでの欠席連絡は当日朝

の９:００までに送信をお願いいたします。 
（早い時間でも結構です。） 


